
R6 大教組　（養護教員部）
項目１④
〇　教職員定数については、学校教育の充実・発展と、教育課題に的確に対応するため、国の措置する定数を最大限に確保し、各学校の課題の状況とその取り組みに応じて、重点的な教職員の配置を行っていることろ。
〇　府教委としては、これまでも、各学校の子どもの実態や課題等に対応ができるよう、国に対しては定数改善を強く要望してきたところ。
〇　今後とも、養護教諭定数の確保に努めるとともに、適正な定数管理に努め、適正な勤務労働条件の確保に向けて取り組んでまいる。
項目２①
〇　学校における休憩時間についても、条例等に基づき付与していることころであり、学校職場の実態も踏まえ、適切に運用されていると認識している。
〇　なお、休憩時間の適切な運用については、「休憩時間を取得しやすい環境づくりに努めるよう指導すること。また、校長は休憩時間を明示し当該時間に取得できない場合には、他の時間帯に与えるなど、適切な対応をとるよう指導すること。」として市町村教育委員会に対し指導・助言しているところ。
項目３②
〇　児童生徒等の健康診断の実施については、学校教育法及び学校保健安全法の規定に基づき、学校医と相談し共通認識をもち、児童生徒等及び保護者の理解が得られるよう、事前に丁寧な説明を行うなどしながら、学校や地域の実情に応じて各学校が健康診断の実施主体として実施されるものである。
〇　令和6年1月23日通知「児童生徒等のプライバシーや心情に配慮した健康診断実施のための環境整備について」を市町村教育委員会にあてに送付する際には（一社）大阪府医師会や（一社）大阪府立高等学校校医会と調整のうえ作成した「健康診断結果のお知らせ」（参考様式）を通知と一緒に送付させていただいている。
〇　引き続き、府立学校の取組みを市町村教育委員会に対して参考送付するなど、情報提供に努めてまいる。
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